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特集報文：｢社会資本メンテナンス元年｣から10年 道路メンテナンスの新しいフェーズを支える取組み 

道路構造物メンテナンスを支える技術基準類の変遷 

片岡正次郎・玉越隆史
 

1．はじめに1  

 10年前の平成25年の道路法改正、それに続く

翌年の道路法施行規則の公布・施行により、技術

基準類が現在の形（図-1）に体系化されるととも

に、種々の取組みも進み、道路構造物のメンテナ

ンスサイクルを回す環境が整ってきた。国土技術

政策総合研究所（以下「国総研」という。）と土

木研究所（以下「土研」という。）においても、

国が示す技術的助言である定期点検要領や種々の

参考資料の策定を支援してきた。また、各道路構

造物の維持修繕のための技術資料等も同様に、関

係機関と連携し策定・改定を進めてきている。 

本報文は点検要領を中心に、策定の背景や内容

を順に概説することで、道路構造物メンテナンス

を支える技術基準類の変遷をまとめたものである。 

2．定期点検法定化まで 

本章では、国土交通省が「社会資本メンテナン

ス元年」と位置づけ、道路メンテナンス総力戦が

始まる平成25年までの取組みを、直轄国道の橋、

トンネルの定期点検とその要領（案）策定を中心

に振り返る1)。 

2.1 橋梁定期点検要領（案）の策定 
 昭和50年代までは、地方建設局（現在の地方

整備局）ごとに個別に道路橋の点検要領が定めら

れており、点検の内容・水準が必ずしも統一され

ていなかった。 

そこで建設省では全国で適用可能な橋梁点検要

領を検討し、昭和63年に土木研究所資料として

「橋梁点検要領（案）」（以下「S63要領」という。）

が公表された2)。そこでは原則として橋長15m以

上の全橋梁を対象に、遠望目視と近接目視の2種

類の点検方法を組合せ、遠望目視は2年に1回程

度、近接目視は10年に1回程度を原則として行う

のがよいとされた。 

S63要領では部材別に損傷の種類・状態・進行

──────────────────────── 
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状況や部材の重要度を考慮して判定する損傷度判

定標準が示されている。 

 直轄国道では順次S63要領に基づき定期的に道

路橋の点検が進められたが、例えば平成14年に

鋼製橋脚隅角部で亀裂損傷が多数検出される3)な

どの重大損傷の発見が相次いだ。同年、国土交通

省道路局は「道路構造物の今後の管理・更新等の

あり方に関する委員会」（委員長：岡村甫 高知

工科大学学長）を設置し、道路構造物の「更新時

代」の始まりにあたり、のちの管理・更新等のあ

り方を幅広く検討した。その結果、「アセットマ

ネジメントの導入」「構造物の総合的なマネジメ

 

 
図-1 道路構造物メンテナンスの技術基準類の体系  

【第42条 道路の維持又は修繕】

１ 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて
一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。

２ 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定
める。

３ 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基
準を含むものでなければならない。

道路法（法律）

【第３５条の２第２項 道路の維持又は修繕に関する技術的基準等】
１ 二 道路の点検は、（略）適切な時期に、目視その他適切な方法により行う

こと。
２ 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その

他必要な事項は、国土交通省令で定める。

道路法施行令（政令）

【第４条の５の２ 道路の維持又は修繕に関する技術的基準等】
令第３５条の２第２項の国土交通省令で定める道路の維持又は修繕に関する
技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
一 トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物

（略）の点検は、トンネル等の点検を適正に行うために必要な知識及び技
能を有する者が行うこととし、近接目視により、五年に一回の頻度で行うこ
とを基本とすること。

二 前号の点検を行つたときは、当該トンネル等について健全性の診断を行い、
その結果を国土交通大臣が定めるところにより分類すること。

三 （略)

道路法施行規則（省令）

トンネル等の健全性の診断結果については、次の表に掲げるトンネル等の状
態に応じ、次の表に掲げる区分に分類すること。（以下略）

・定期点検の参考資料 ・点検必携 ・維持管理便覧 ・補修便覧
・損傷事例集、補修・補強事例集 ・共通仕様書、契約上の承諾事項 等

トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示（告示）

・適用範囲 ・定期点検の頻度、方法、体制 ・健全性の診断 ・措置 ・記録

定期点検要領（通達）
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ントに寄与する点検システムの構築」など7項目

を含む提言が平成15年4月に公表された4)。 

こうした背景もあり、国総研ではデータに基づ

くアセットマネジメントの実現を念頭にS63要領

の見直しを検討し、成果が平成16年3月の「橋梁

定期点検要領（案）」 5)（国土交通省道路局通知。

以下、H16要領）に反映された。具体的には、客

観的データとして部材を要素に分割し要素毎、損

傷種類毎に損傷程度をa～eの区分で評価・記録

するとともに、人による診断も行いその結果をも

とに対策区分の判定を行うことが定められた。 

点検では、高齢化する橋の増加も踏まえ、直轄

国道の橋長2m以上の全橋梁を対象として、点検

頻度を10年毎から5年毎に倍増させるとともに、

初期品質の不良による様々な損傷や劣化の進行を

防ぐべく、供用開始後2年以内に行う初回点検を

新設した。さらに重大な疲労亀裂の発生などを踏

まえて、原則全ての部材・部位を技術者が近接目

視することとし、遠望目視による点検は廃止された。 

2.2 道路トンネル定期点検要領（案）の策定 
橋の取組みと前後して、平成11年6月に発生し

たJR山陽新幹線の福岡トンネル覆工コンクリー

ト落下事故等を契機に道路トンネルについても検

討が進み、平成14年に「道路トンネル定期点検

要領（案）」6)（以下「H14要領」という。）が策

定された。 

これ以前の維持管理の実務は道路トンネル維持

管理便覧7)に沿って行われていた。本便覧では徒

歩による遠望目視を主体とする定期点検を5年に

1回程度は実施すること、また、新設トンネルは

建設後1～2年に初回点検を実施し、初期に発生

しているひび割れ等の状況を把握しておくことが

望ましいとされている。 

H14要領では、建設後2年以内に実施する初回

点検を近接目視点検（高所作業車等を用いて点検

箇所にできるだけ近接して観察し変状を記録）に

よるものと定めた。変状状況を確実に把握するた

めには近接して目視観察を行う必要があり、う

き・はく離等の変状に対しては、範囲を確実に抽

出するために打音検査を実施するものとされた。 

一方、初回点検で初期の変状が把握されている

ことから、2回目以降の定期点検は効率化のため

徒歩による遠望目視で実施し、前回点検から変状

が進行したと認められる箇所等を特定して近接目

視点検、打音検査を行うこととしている。また、

頻度は定期点検結果と道路の重要性等を考慮して

適切に定めるものとされ、変状の有無、程度に

よって2年または5年に1回程度とする例が示され

ている。 

H14要領では変状箇所毎に点検結果の判定を行

うものとし、点検箇所と変状の種類別に、判定区

分A、Bの判定基準が示されている。 

2.3 特定点検 
橋に関しては定期点検とは別に、特定点検が定

められた。これは、外観だけでは点検が難しく専

門性を要し予防保全が特に重要となる特定の事象

に着目して、予め事象に応じた期間及び方法を定

めて計画的に点検を行うものである8)。例えば塩

害が懸念される地域では、予防保全の観点から定

期点検とは別に定期的な調査を行って塩害の進行

状況を把握しておき、適切な時期に補修等の対策

が行えるようにすることが望ましいとされている。 

塩害の影響を受けた橋としては、国道7号の温

海地区に昭和37～46年に架設された15のコンク

リート橋が知られている。日本海の波打ち際を通

過する厳しい環境のため、昭和50年代の初めに

は塩害による錆汁やひびわれが徐々に現れ、応急

対策や補修工事が順次行われた9)。間もなく全国

的な問題と認識され、昭和57年と平成12年には

全国の沿岸地域の橋を対象に塩害実態調査が実施

された10)。 

H16要領と同時に策定された「コンクリート橋

の塩害に関する特定点検要領（案）」11)では、塩

害に対して未対策の橋は原則として塩害点検を

10年に1回、橋から試料を採取して塩化物イオン

の試験を行うこととしている。 

2.4 維持修繕の技術基準類 
通常時にも巡回をベースに道路の維持修繕等管

理を行うことは当然、定期点検が始まる前から行

われてきた。昭和37年に「道路の維持修繕等管

理要領」12)が定められ、維持修繕に関しては同年

通達の「道路技術基準」第9編等によるとされた。

「道路技術基準」第9編には舗装、橋、トンネル

その他の維持修繕について簡潔かつ限定的な記述

がなされている13)。 

その後、道路維持修繕要綱14)、道路橋補修便覧15)

等が刊行され、後者には補修・補強工法例が図入

りで記載されるなど実務上の知見の充実が図られた。 
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3．定期点検法定化以後 

前章の経緯から、国土交通省では直轄国道の構

造物の定期点検を進めてきたが、法定化はなされ

ていなかったところ、平成24年12月、中央自動

車道笹子トンネル天井板の落下により死傷者を生

じる事故が発生した16)。これらを踏まえ国土交通

省は平成25年を「社会資本メンテナンス元年」

と位置づけ、6月には道路法等の法令を改正して

定期点検を法定化し、知識と技能を有する者が近

接目視による点検と健全性の診断を5年に1回実

施することとした。これにより、点検・診断・措

置・記録というメンテナンスサイクルを継続的に

回していくことが、地方公共団体を含む全ての道

路管理者によって確実に行われる仕組みになった。

本章ではその後の10年間の取組みを述べる。 

3.1 定期点検要領の策定（平成26年） 
 平成26年6月、改正された道路法等の施行を翌

月に控え、橋、トンネル、シェッド・大型カル

バート、横断歩道橋、門型標識等を対象にした定

期点検の技術的助言（定期点検要領）が全道路管

理者に通知された。国総研・土研は、前述した直

轄国道の構造物の定期点検によって蓄積された

データの分析結果や、地方公共団体の実情も考慮

して定期点検要領の原案を作成した。さらに直轄

国道の構造物の定期点検要領の見直し、新規策定

を支援した。これらの定期点検要領では、平成

26年3月「トンネル等の健全性の診断結果の分類

に関する告示」に従い、表-1の統一的な尺度で健

全性の診断結果を分類することが示されている。

これにより、図-1に示す現在の道路構造物メンテ

ナンスに係る技術基準類の体系となった。 

 その後も、具体的な点検頻度や方法の法定化に

至ってはいないが、道路管理者のメンテナンスサ

イクル確立を支援するため、舗装（平成28年）、

シェッド・大型カルバート以外の土工構造物等

（平成29年）の点検要領が策定、公表されている。  

3.2 定期点検要領の改定（平成31年） 
 平成26年7月に開始された5年に1回の定期点検

が平成30年度末で一巡するのを機に、定期点検

要領の改定が平成31年2月に行われた。この改定

に先立ち、地方公共団体に対するアンケートが行

われ、6割程度の地方公共団体が点検の労力に、

8割程度が予算に負担を感じていることが明らか

となった17)。これを受け、改定は①損傷や構造特

性に応じた点検の着目箇所の絞り込み、②新技術

の活用による効率的な点検、の2点がポイントと

なった。 

①については、溝橋、RC床版橋、H形鋼橋や

トンネル、大型カルバートの一部で着目箇所、確

認すべき損傷の項目や打音検査が削減可能である

ことが示された。また、定期点検の質の向上を図

るため、引張材や水中部を対象に、状態把握に留

意すべき事項に関する参考資料が公表されている。

また②については、近接目視を基本としつつ、点

検を行う者が近接目視によるときと同等の健全性

の診断を行うことができると判断した場合には、

最新の技術を含む点検支援技術の活用による状態

把握が可能となった。あわせて道路管理者が点検

支援技術を円滑に活用できるよう、参考資料とし

て「新技術利用のガイドライン（案）」と「点検

支援技術性能カタログ（案）」が作成された。 

その他、直轄国道の土工構造物の定期点検要領

についても、令和5年度からの二巡目点検にあた

り、近年の被災事例の分析等を通じ、建設2年後

の初回点検の実施、河川隣接区間における点検強

化等を盛り込んだ改定が令和5年3月に行われた。

この背景および改定内容の詳細は、本誌特集報文

「道路土工構造物点検要領の改定とメンテナンス

サイクルを支える取組み」を参照されたい。 

上記の定期点検要領の改定や参考資料等の作成

においても、国総研・土研は連携して原案作成等

にあたった。 

3.3 措置率向上への取組み 
 表-1からもわかるとおり、定期点検は措置（通

行規制、監視、補修・補強）の必要性の判断を行

うために必要な情報を得る目的で行うものである。

 

表-1 告示による健全性の診断結果の区分  

区分  状態  

I 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

II 
予防保全 

段階 

構造物の機能に支障が生じていないが、予

防保全の観点から措置を講ずることが望ま

しい状態。 

III 
早期措置 

段階 

構造物の機能に支障が生じる可能性があ

り、早期に措置を講ずべき状態。 

IV 
緊急措置 

段階 

構造物の機能に支障が生じている、又は生

じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ず

べき状態。 
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措置の内容は最適な方法を道路管理者が総合的に

検討することとされており、例えば監視のための

参考資料18)や措置の内容を含む維持管理便覧19)が

作成されている。また舗装に関しては、より適切

に既設舗装の状態を評価し、それに応じた修繕設

計を実施すべく、詳細調査・修繕設計の具体的方

法を詳述した便覧20)が作成されている。 

 一方で、地方公共団体では点検は進んだものの

修繕措置率が上がらないことが課題としてクロー

ズアップされてきた。こうした地方公共団体は補

修・補強方法の明示を要望しており、また、新材

料・新工法の性能確認方法が明示されていないた

め補修・補強工事に採用しにくい等の背景から、

既設橋の補修・補強設計に関する技術基準類の充

実に向けた議論が始まっている21)。 

4．おわりに 

 これまで見てきたとおり、顕著な劣化要因や損

傷事例への対応として、国総研・土研の支援のも

と技術基準類が策定・改定され、それらを基盤と

するメンテナンスサイクルを回すための枠組みが

確立してきた。ここでは触れなかったが新設設計

の基準である道路橋示方書にも平成13年に疲労、

塩害に対する耐久性能の考え方が導入され、平成

24､29年にはそれぞれ構造設計上の維持管理への

配慮事項と耐久性確保の具体の方法が規定される

など、維持管理の観点を含めた改定が行われてき

ている1)。 

今後は、予防保全のための補修を要する範囲の

特定やその補修の新技術、また環境低負荷も含め

優れた新材料・新工法を活用しやすくするための

補修・補強に関する技術基準類の充実を図ってい

きたい。 

なお、点検ビッグデータの活用など技術基準類

の策定に至っていない最新の研究動向は文献22)、

また本報文で記述しきれなかったものを含め、橋

のメンテナンス関連図書は土研構造物メンテナン

ス研究センターのウェブサイト23)に整理されてい

るので参考にされたい。 
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